
高予第２８号

第３回　令和６年度高砂市水道事業会計補正予算

　（総　　則）

第１条 令和６年度水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

　（債務負担行為の補正）

第２条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次の

21,000 千円

28,000 千円

65,000 千円

令和６年１２月３日提出

高 砂 市 長　 　都　倉　　達　殊

藍 屋 町 地 区 配 水 管
整 備 工 事

期 間

令和６年度から
令和７年度まで

事 項　

 とおり追加する。

限 度 額

伊保４丁目地区汚水管渠整備
工 事 に 伴 う 配 水 管 仮 設 工 事

伊 保 崎 ２ 丁 目 地 区 他
給 水 管 改 良 工 事

令和６年度から
令和７年度まで

令和６年度から
令和７年度まで



高予第２９号

　　　　第２回　令和６年度高砂市下水道事業会計補正予算

　（総　　則）

第１条 令和６年度下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

　（債務負担行為の補正）
第２条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次の

令和６年１２月３日提出

高 砂 市 長　  　都　倉　　達　殊

  とおり追加する。

事　　　項　 期　　間    限 度 額
伊保４丁目地区汚水管渠整備工事
に 伴 う 水 道 移 設 補 償

令和６年度から
令和７年度まで

23,100 千円



高予第３０号

（総則）

第１条　令和６年度高砂市病院事業会計補正予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

　第１款　病院事業収益

　　第４項　特別利益

　第１款　病院事業費用

　　第１項　医業費用

（他会計からの補助金の補正）

第３条　予算第１０条中「431,631千円」を「631,631千円」に改める。

令和６年１２月３日提出

　　 高砂市長　　都倉　達殊

収　　　入

（科　　目） 　　（既決予定額） 　　　（補正予定額） 　　　　（計）

4,407,903千円 200,000千円

　　　　（計）

5,227,198千円5,157,198千円

2千円 200,000千円 200,002千円

5,041,188千円 70,000千円

70,000千円

4,607,903千円

第１回　令和６年度　高砂市病院事業会計補正予算

5,111,188千円

支　　　出

（科　　目） 　　（既決予定額） 　　　（補正予定額）
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